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   石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令の 

一部を改正する省令の運用について（通知） 

 

 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令（昭和５１年

自治省令第１７号）の一部を改正する省令（平成１６年総務省令第１４０号。以下「改正

省令」という。）の施行については、「石油コンビナート等における特定防災施設等及び防

災組織等に関する省令の一部を改正する省令の施行について」（平成１６年１１月３０日消

防特第２２５号）により通知しているところでありますが、その運用に際しては、下記事

項に留意の上、その適正を期されるようお願いします。 

 なお、貴都道府県内の市町村に対してもこの旨周知されるようお願いします。 

 

記 

 

第一 防災業務の実施状況報告の時期について 

  改正省令の施行後、最初に行う報告については、改正省令附則第二項により平成１７

年４月１日から平成１８年３月３１日までの期間に行うこととされているが、具体的な

時期については、特定事業所数の多寡、各消防本部の業務状況等を勘案して報告させる

こと。 

  また、２回目以降の報告の時期にあっては、前回の報告からほぼ１年後とし、毎年同

じ時期に報告させるよう指導すること。 

 

第二 報告に際しての留意事項について 

  消防機関においては、特定事業者からの報告に際して、改正省令において定める様式

以外の添付資料等の提出は求めないこと。 

  また、特定事業者から報告された事項について、その詳細を確認する場合にあっては、

立入検査等の機会を利用し、現地において実態を確認すること。 



第三 特定事業者による防災業務の実施状況の確認について 

  特定事業者に対しては、報告書の提出に先立ち、別紙１「防災業務実施状況チェック

表（以下「チェック表」という。）」及び別紙２「防災業務実施状況チェック表細目（以

下「チェック表細目」という。）」に基づき防災業務の実施状況について確認をさせ、こ

れをもとに報告書を作成するよう指導すること。 

  なお、チェック表中のイからホについては、チェック表細目中のイからホ（共同防災

組織の場合はそれぞれイからハ）に対応しており、適否の判断については、チェック表

細目に記載されているすべての事項が適切に行われている場合は「適」とし、それ以外

の場合には「否」となるものであること。 
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防災業務実施状況チェック表 

報  告  項  目 適 否 具体実施状況等 
対前年度

異動状況

イ 特定防災施設が、次の(ｱ)から(ｳ)までに定めるところ

により設置され、かつ、法第十五条第二項の規定に基

づき、設置時届出がされ、消防機関の検査を受けてい

ること 

 □ 適 

 □ 否 
 

□ 有 

□ 無 

(ｱ) 流出油防止堤にあっては、省令第三条から第六条の

規定に従って設置されていること 

 □ 適 

 □ 否 
 

□ 有 

□ 無 

(ｲ) 消火用屋外給水施設にあっては、省令第七条から第

十二条の規定に従って設置されていること 

 □ 適 

 □ 否 
 

□ 有 

□ 無 

(ｳ) 非常通報設備にあっては、省令第十三条の規定に

従って設置されていること 

 □ 適 

 □ 否 
 

□ 有 

□ 無 

ロ 防災要員及び防災資機材等が、次の(ｱ)から(ｽ)まで

に定めるところにより設置され、かつ、法第十六条第五

項の規定に基づき、設置時届出がされていること 

 □ 適 

 □ 否 
 

□ 有 

□ 無 

(ｱ) 防災要員にあっては、施行令第七条の規定に従って

置かれていること 

 □ 適 

 □ 否 
 

□ 有 

□ 無 

(ｲ) 大型化学消防車、大型高所放水車、泡原液搬送車

等にあっては、施行令第八条の規定に従って備え付け

られていること 

 □ 適 

 □ 否 
 

□ 有 

□ 無 

(ｳ) 甲種普通化学消防車にあっては、施行令第九条の

規定に従って備え付けられていること 

 □ 適 

 □ 否 
 

□ 有 

□ 無 

(ｴ) 普通消防車及び小型消防車にあっては、施行令第

十条の規定に従って備え付けられていること 

 □ 適 

 □ 否 
 

□ 有 

□ 無 

(ｵ) 普通高所放水車にあっては、施行令第十一条の規

定に従って備え付けられていること 

 □ 適 

 □ 否 
 

□ 有 

□ 無 

(ｶ) 乙種普通化学消防車にあっては、施行令第十二条

の規定に従って備え付けられていること 

 □ 適 

 □ 否 
 

□ 有 

□ 無 

(ｷ) 泡消火薬剤にあっては、施行令第十三条の規定に

従って備え付けられていること 

 □ 適 

 □ 否 
 

□ 有 

□ 無 

(ｸ) 可搬式放水銃等にあっては、施行令第十四条の規

定に従って備え付けられていること 

 □ 適 

 □ 否 
 

□ 有 

□ 無 

(ｹ) 前(ｲ)から(ｸ)までにかかわらず、現に施行令第十五

条第一項の規定が適用されて備え付けられている防

災資機材等にあっては、引き続き、市町村長の認定を

受けた状況で備え付けられていること 

 □ 適 

 □ 否 
 

□ 有 

□ 無 

別紙 １ 
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(ｺ) オイルフェンス及びオイルフェンス展張船にあって

は、施行令第十六条の規定に従って備え付けられてい

ること 

 □ 適 

 □ 否 
 

□ 有 

□ 無 

(ｻ) 油回収船及び油回収装置にあっては、施行令第十

七条の規定に従って備え付けられていること 

 □ 適 

 □ 否 
 

□ 有 

□ 無 

(ｼ) 共同防災組織に係る防災資機材等及び防災要員に

あっては、施行令第十九条の規定に従って備え付けら

れ又は配置されていること 

 □ 適 

 □ 否 
 

□ 有 

□ 無 

(ｽ) 共同防災組織を設置した場合における構成事業所

の自衛防災組織にかかる防災資機材等及び防災要員

にあっては、施行令第二十条の規定に従って備え付け

られ又は配置されていること 

 □ 適 

 □ 否 
 

□ 有 

□ 無 

ハ 防災管理者・副防災管理者に対する研修の実施状況

に関すること 

 □ 有 

 □ 無 
  

ニ 防災管理者等の選任（解任）の届出がされていること
 □ 適 

 □ 否 
 

□ 有 

□ 無 

ホ 防災規程に基づき、次の(ｱ)から（ﾁ）までに掲げる事

項が適切に行われているとともに、法第十八条の規定

に基づき防災規程の届出がされていること 

 □ 適 

 □ 否 
 

□ 有 

□ 無 

(ｱ) 防災管理者、副防災管理者及び防災要員の職務に

関する事項 

 □ 適 

 □ 否 
 

□ 有 

□ 無 

(ｲ) 防災管理者、副防災管理者又は防災要員が、旅行

又は疾病その他の事故のためその職務を行うことがで

きない場合にその職務を代行する者に関する事項 

 □ 適 

 □ 否 
 

□ 有 

□ 無 

(ｳ) 防災要員の配置及び防災資機材等の備え付けに関

する事項 

 □ 適 

 □ 否 
 

□ 有 

□ 無 

(ｴ) 自衛防災組織の編成に関する事項 
 □ 適 

 □ 否 
 

□ 有 

□ 無 

(ｵ) 防災要員に対する防災教育の実施に関する事項 
 □ 適 

 □ 否 
 

□ 有 

□ 無 

(ｶ) 自衛防災組織の防災訓練の実施に関する事項 
 □ 適 

 □ 否 
 

□ 有 

□ 無 

(ｷ) 防災のための施設、設備又は資機材等の整備状況

及び整備計画に関する事項 

 □ 適 

 □ 否 
 

□ 有 

□ 無 

(ｸ) 特定防災施設等及び防災資機材等の点検に関する

事項 

 □ 適 

 □ 否 
 

□ 有 

□ 無 
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(ｹ) 出火、石油等の漏洩その他の異常な現象が発生し

た場合における事業所の事業実施の統括管理者の消

防機関への通報に関する事項 

 □ 適 

 □ 否 
 

□ 有 

□ 無 

(ｺ) 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合にお

ける自衛防災組織の防災活動に関する事項 

 □ 適 

 □ 否 
 

□ 有 

□ 無 

(ｻ) 当該特定事業所の主要な施設又は設備を明示した

書類又は図面の整備に関する事項 

 □ 適 

 □ 否 
 

□ 有 

□ 無 

(ｼ) 防災に関する業務を行う者の職務及び組織に関する

事項 

 □ 適 

 □ 否 
 

□ 有 

□ 無 

(ｽ) 防災規程に違反した防災管理者、副防災管理者又

は防災要員に対する措置に関する事項 

 □ 適 

 □ 否 
 

□ 有 

□ 無 

(ｾ) (ｱ)から(ｽ)に掲げるもののほか、事業所における災

害の発生又は拡大の防止のため自衛防災組織が行う

べき業務に関し必要な事項 

 □ 適 

 □ 否 
 

□ 有 

□ 無 

(ｿ) 特定事業所における災害の発生又は拡大を防止す

るために必要な自衛防災組織の業務（以下「自衛防災

業務」という。）の一部が当該特定事業所の所在する特

別防災区域の特定事業者以外の者に委託されている

場合においては、当該特定事業所の防災規程に、(ｱ)

から(ｾ)に掲げる事項のほか、当該自衛防災業務の受

託者の氏名及び住所（法人にあっては、名称及び主た

る事務所の所在地）並びに当該受託者の行う自衛防災

業務の範囲及び実施方法に関する事項 

 □ 適 

 □ 否 
 

□ 有 

□ 無 

(ﾀ) 省令第二十六条第三項に規定する強化地域（以下

「強化地域」という。）に所在する特定事業所にあっては

次に掲げる事項 

   

ａ  大規模地震対策特別措置法第二条第三号に規定す

る地震予知情報及び同条第十三号に規定する警戒宣

言（以下「警戒宣言」という。）の伝達に関する事項 

 □ 適 

 □ 否 
 

□ 有 

□ 無 

ｂ  警戒宣言が発せられた場合における避難に関する

事項 

 □ 適 

 □ 否 
 

□ 有 

□ 無 

ｃ  警戒宣言が発せられた場合における防災のための

施設、設備又は資機材等の整備及び点検その他地震

による被害の発生の防止又は軽減を図るための応急

対策に関する事項 

 □ 適 

 □ 否 
 

□ 有 

□ 無 
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ｅ  大規模な地震に係る防災訓練の実施に関する事項 
 □ 適 

 □ 否 
 

□ 有 

□ 無 

ｄ  大規模な地震による被害の発生の防止又は軽減を

図るために必要な教育及び広報の実施に関する事項 

 □ 適 

 □ 否 
 

□ 有 

□ 無 

(ﾁ) 省令第二十六条第五項に規定する推進地域（以下

「推進地域」という。）に所在する特定事業所にあつて

は次に掲げる事項 

   

ａ  東南海・南海地震に伴い発生する津波からの円滑な

避難の確保に関する事項 

 □ 適 

 □ 否 
 

□ 有 

□ 無 

ｂ  東南海・南海地震に係る防災訓練の実施に関する

事項 

 □ 適 

 □ 否 
 

□ 有 

□ 無 

ｃ  東南海・南海地震による被害の発生の防止又は軽

減を図るために必要な教育及び広報の実施に関する

事項 

 □ 適 

 □ 否 
 

□ 有 

□ 無 

備考 １ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 

   ２ 適否の欄には、適正な場合は「適」の□にレ点を記入し、不備のある場合は「否」

の□にレ点を記入するとともに、「否」の場合は、その措置状況について具体実施

状況等の欄に記入すること。（ハ 防災管理者等の研修の状況については、研修受

講の有無についてレ点を記入し、有の場合は研修内容について具体実施状況等の

欄に記入すること。） 

   ３ 対前年度異動状況の欄には、前年度から異動があった場合は「有」の□にレ点

を記入するとともに、具体実施状況等の欄に異動の内容を記入し、異動がない場

合は「無」の□にレ点を記入すること。 

   ４ 該当のない項目については、具体実施状況等の欄に「該当なし」と記入するこ

と。 



5 

防災業務実施状況チェック表（共同防災組織） 

報  告  項  目 適 否 具体実施状況等 
対前年度

異動状況

イ 防災資機材等及び防災要員にあっては、施行令第十

九条の規定に従って備え付けられ又は配置されている

こと 

 □ 適 

 □ 否 
 

□ 有 

□ 無 

ロ 共同防災組織設置（変更）の届出がされていること 
 □ 適 

 □ 否 
 

□ 有 

□ 無 

ハ 共同防災規程に基づき、次の(ｱ)から（ﾀ）までに掲げ

る事項が適切に行われていること 
   

(ｱ) 共同防災組織を指揮し、監督する者の職務に関する

事項 

 □ 適 

 □ 否 
 

□ 有 

□ 無 

(ｲ) 防災要員の職務に関する事項 
 □ 適 

 □ 否 
 

□ 有 

□ 無 

(ｳ) 共同防災組織を指揮し、監督する者又は防災要員

が旅行又は疾病その他の事故のため職務を行うことが

できない場合にその職務を代行する者に関する事項 

 □ 適 

 □ 否 
 

□ 有 

□ 無 

(ｴ) 防災要員の配置及び防災資機材等の備え付けに関

する事項 

 □ 適 

 □ 否 
 

□ 有 

□ 無 

(ｵ) 共同防災組織の編成に関する事項 
 □ 適 

 □ 否 
 

□ 有 

□ 無 

(ｶ) 防災要員に対する防災教育の実施に関する事項 
 □ 適 

 □ 否 
 

□ 有 

□ 無 

(ｷ) 共同防災組織の防災訓練の実施に関する事項 
 □ 適 

 □ 否 
 

□ 有 

□ 無 

(ｸ) 共同防災組織及び構成事業所の防災のための施

設、設備又は資機材等の整備状況及び整備計画に関

する事項 

 □ 適 

 □ 否 
 

□ 有 

□ 無 

(ｹ) 防災資機材の点検に関する事項 
 □ 適 

 □ 否 
 

□ 有 

□ 無 

(ｺ) 災害が発生し、または発生するおそれがある場合に

おける共同防災組織の防災活動に関する事項 

 □ 適 

 □ 否 
 

□ 有 

□ 無 

(ｻ) 構成事業所の各施設地区内の主要な施設又は設備

を明示した書類又は図面の整備に関する事項 

 □ 適 

 □ 否 
 

□ 有 

□ 無 

(ｼ) 共同防災組織とその構成事業所の自衛防災組織と

の防災活動に関する連絡調整等の関係に関する事項

 □ 適 

 □ 否 
 

□ 有 

□ 無 
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(ｽ) 構成事業所の防災に関する業務を行う者の職務及

び組織に関する事項 

 □ 適 

 □ 否 
 

□ 有 

□ 無 

(ｾ) 共同防災規程に違反した防災要員に対する措置に

関する事項 

 □ 適 

 □ 否 
 

□ 有 

□ 無 

(ｿ) (ｱ)から(ｾ)に掲げるもののほか、共同防災組織が行

うべき業務並びに防災要員及び防災資機材等に関し

必要な事項 

 □ 適 

 □ 否 
 

□ 有 

□ 無 

(ﾀ) 共同防災組織を設置している特定事業所における災

害の発生又は拡大を防止するために必要な共同防災

組織の業務（以下「共同防災業務」という。）の一部が

当該特定事業所の所在する特別防災区域の特定事業

者以外の者に委託されている場合においては、当該特

定事業所の防災規程に、(ｱ)から(ｿ)に掲げる事項のほ

か、当該自衛防災業務の受託者の氏名及び住所（法

人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地）並び

に当該受託者の行う自衛防災業務の範囲及び実施方

法に関する事項 

 □ 適 

 □ 否 
 

□ 有 

□ 無 

備考 １ この用紙の大きさは日本工業規格Ａ４とすること。 

   ２ 適否の欄には、適正な場合は「適」の□にレ点を記入し、不備のある場合は「否」

の□にレ点を記入するとともに、「否」の場合は、その措置状況について具体実施

状況等の欄に記入すること。 

   ３ 対前年度異動状況の欄には、前年度から異動があった場合は「有」の□にレ点

を記入するとともに、具体実施状況等の欄に異動の内容を記入し、異動がない場

合は「無」の□にレ点を記入すること。 

   ４ 該当のない項目については、具体実施状況等の欄に「該当なし」と記入するこ

と。 

 



1 

防災業務実施状況チェック表細目 

チェック項目 具体的に確認する事項 

イ 特定防災施設が、次の(ｱ)から(ｳ)までに定めるところにより設置され、かつ、

法第十五条第二項の規定に基づき、設置時届出がされ、消防機関の検査を受けて

いること 

 (ｱ) 流出油防止堤にあっては、省令第三条から第六条の規定に従って設置されて

いること 

 (ｲ) 消火用屋外給水施設にあっては、省令第七条から第十二条の規定に従って設

置されていること 

 (ｳ) 非常通報設備にあっては、省令第十三条の規定に従って設置されていること

○ 設置されている特定防災施設等が省令で定める基準に適合しているかを確認する

とともに、設置届及び検査の書類を確認する。 

ロ 防災要員及び防災資機材等が、次の(ｱ)から(ｽ)までに定めるところにより設置

され、かつ、法第十六条第五項の規定に基づき、設置時届出がされていること 

 (ｱ) 防災要員にあっては、施行令第七条の規定に従って配置されていること 

 (ｲ) 大型化学消防車、大型高所放水車、泡原液搬送車等にあっては、施行令第八

条の規定に従って備え付けられていること 

 (ｳ) 甲種普通化学消防車にあっては、施行令第九条の規定に従って備え付けられ

ていること 

 (ｴ) 普通消防車及び小型消防車にあっては、施行令第十条の規定に従って備え付

けられていること 

 (ｵ) 普通高所放水車にあっては、施行令第十一条の規定に従って備え付けられて

いること 

 (ｶ) 乙種普通化学消防車にあっては、施行令第十二条の規定に従って備付けられ

ていること 

(ｷ) 泡消火薬剤については、施行令第十三条の規定に従って備え付けられている

こと 

○ 防災要員及び防災資機材等が政令で定める設置基準に従って設置されているか確

認するとともに、防災要員及び防災資機材等現況届の書類を再確認する。 

別紙 ２ 



2 

(ｸ) 可搬式放水銃等にあっては、施行令第十四条の規定に従って備え付けられて

いること 

 (ｹ) 前(ｲ)から(ｸ)までにかかわらず、現に施行令第十五条第一項の規定が適用さ

れて備え付けられている防災資機材等にあっては、引き続き、市町村長の認定

を受けた状況で備え付けられていること 

 (ｺ) オイルフェンス及びオイルフェンス展張船にあっては、施行令第十六条の規

定に従って備え付けられていること 

 (ｻ) 油回収船及び油回収装置にあっては、施行令第十七条の規定に従って備え付

けられていること 

 (ｼ) 共同防災組織に係る防災資機材等及び防災要員にあっては、施行令第十九条

の規定に従って備え付けられ又は配置されていること 

(ｽ) 共同防災組織を設置した場合における構成事業所の自衛防災組織にかかる

防災資機材等及び防災要員にあっては、施行令第二十条の規定に従って備え付

けられ又は配置されていること 

 

ハ 防災管理者・副防災管理者に対する研修の実施状況に関すること ○ 防災管理者・副防災管理者の研修の実施状況及び内容について確認。 

ニ 防災管理者等の選任（解任）の届出がされていること ○ 消防本部等に届出されている事項が最新の状態になっているかを確認。 

ホ 防災規程に基づき、次の(ｱ)から(ﾁ)までに掲げる事項が適切に行われていると

ともに、法第十八条の規定に基づき防災規程の届出がされていること 

○ 消防本部等に届出されている事項が最新の状態になっているかを確認 

(ｱ) 防災管理者、副防災管理者及び防災要員の職務に関する事項 ○ 防災管理者、副防災管理者が法第 17 条の趣旨に添って選任されていること。 

○ 防災管理者にあっては、自衛防災組織の統括、事業所内設備の緊急停止等、緊急措

置に必要な決定、指示、措置等を行うことが記載されていること。 

○ 副防災管理者にあっては、防災管理者の補佐、防災管理者不在時の代行等の業務を

行うことが記載されていること。 

○ 防災要員にあっては、一般従業員及び協力会社の従業員等の指揮、防災資機材及び

特定防災施設の点検整備等を行うことが記載されていること。 
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(ｲ) 防災管理者、副防災管理者又は防災要員が、旅行又は疾病その他の事故のた

めその職務を行うことができない場合にその職務を代行する者に関する事項 

○ 防災管理者、副防災管理者及び防災要員の職務代行者が明確にされていること。 

○ それぞれの代行者の選任が適切であること。 

(ｳ) 防災要員の配置及び防災資機材等の備え付けに関する事項 ○ 防災要員の配置状況が配置図等により明確に記載されていること。 

○ 防災資機材の配置状況が配置図等により明確に記載されていること。 

(ｴ) 自衛防災組織の編成に関する事項 ○ 自衛防災組織の編成が、組織図や編成表等により、具体的なものとなっていること。 

○ 自衛防災組織と共同防災組織及び関係事業所等との関係が明確に記載されている

こと。 

(ｵ) 防災要員に対する防災教育の実施に関する事項 ○ 防災要員に対する教育の実施内容（防災意識の高揚、関係法令、その他）が具体的

に記載されていること。 

○ 教育に関する年間計画の作成が定められていること。 

○ 教育記録の作成及び保存について定められていること。 

(ｶ) 自衛防災組織の防災訓練の実施に関する事項 

 

○ 訓練の内容（緊急停止措置、防災資機材の取扱い、通報、避難等）が具体的に記載

されていること。 

○ 訓練に関する年間計画の作成が定められていること。 

○ 訓練記録の作成及び保存について定められていること。 

(ｷ) 防災のための施設、設備又は資機材等の整備状況及び整備計画に関する事項 ○ 防災のための施設、設備又は資機材等について、整備計画があり、その整備状況が

明確にされていること。 

(ｸ) 特定防災施設等及び防災資機材等の点検に関する事項 ○ 点検基準（点検実施日、点検方法、点検周期等）が定められていること。 

○ 点検の結果不備等があった場合の対応等が記載されていること。 

○ 点検記録の作成及び保存について定められていること。 

(ｹ) 出火、石油等の漏洩その他の異常な現象が発生した場合における事業所の事

業実施の統括管理者の消防機関への通報に関する事項 

○ 異常現象に該当する事案が明示されていること。 

○ 異常現象が発見された場合に、事業実施の統括管理者から消防機関等へ通報される

体制が明確に記載されていること。 

○ 石油コンビナート等防災計画に沿った通報体制となっていること。 
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(ｺ) 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における自衛防災組織の防災

活動に関する事項 

○ 異常現象が発生し又は発生するおそれがある場合の防災要員の出動等について定

めれられていること。 

○ 石油コンビナート等防災計画で想定される災害種別ごとに、その発生及び拡大防止

のための防災活動が定められていること。 

(ｻ) 当該特定事業所の主要な施設又は設備を明示した書類又は図面の整備に関

する事項 

○ 石災法及び関係法令に規定される届出、検査等の書類が整備されていること。 

○ 各施設地区の配置状況図並びに石油及び高圧ガスの貯蔵・取扱量が把握されている

こと。 

(ｼ) 防災に関する業務を行う者の職務及び組織に関する事項 

  

○ 防災に関する業務を行う者の組織が、組織図、編成表等により明確にされているこ

と。 

(ｽ) 防災規程に違反した防災管理者、副防災管理者又は防災要員に対する措置に

関する事項 

○ 違反者に対する具体的な措置が規定されていること。（防災に関する再教育・社内

規定に照らした処分等） 

(ｾ) (ｱ)から(ｽ)に掲げるもののほか、事業所における災害の発生又は拡大の防止

のため自衛防災組織が行うべき業務に関し必要な事項 

○ 発生した災害の原因究明、再発防止のための措置、防災規程の維持管理等、必要な

事項が定めてあること。 

○ 実際に異常現象があった場合における、対応状況の検討及びその結果について関係

職員への周知が定められていること。 

(ｿ) 特定事業所における災害の発生又は拡大を防止するために必要な自衛防災

組織の業務（以下「自衛防災業務」という。）の一部が当該特定事業所の所在す

る特別防災区域の特定事業者以外の者に委託されている場合においては、当該

特定事業所の防災規程に、(ｱ)から(ｾ)に掲げる事項のほか、当該自衛防災業務

の受託者の氏名及び住所（法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地）

並びに当該受託者の行う自衛防災業務の範囲及び実施方法に関する事項 

○ 受託者の氏名及び住所（法人にあっては名称及び主たる事務所の所在地）のほか、

自衛防災業務の範囲（社内防災組織のどの範囲を担当するのか？）、及び実施方法

（指揮系統等）が明確に記載されていること。 

(ﾀ) 省令第二十六条第三項に規定する強化地域（以下「強化地域」という。）に

所在する特定事業所 

(ﾁ) 省令第二十六条第五項に規定する推進地域（以下「推進地域」という。）に

所在する特定事業所 

○ これらの地域に所在する特定事業所にあっては、省令に規定する事項が具体的に定

められていること。 
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防災業務実施状況チェック表細目（共同防災組織） 

チェック項目 具体的に確認する事項 

イ 防災資機材等及び防災要員にあっては、施行令第十九条の規定に従って備え付

けられ又はおかれていること 

○ 構成事業所が共同防災組織を設置していない場合において必要な防災資機材及び

防災要員を把握するとともに、共同防災組織の防災資機材及び防災要員がこれに相

当するものとなっていること。 

ロ 共同防災組織設置（変更）の届出がされていること ○ 消防本部等に届出されている事項が最新の状態になっているかを確認。 

ハ 共同防災規程に基づき、次の(ｱ)から(ﾀ)までに掲げる事項が適切に行われてい

ること 

 

(ｱ) 共同防災組織を指揮し、監督する者の職務に関する事項 ○ 代表事業所の防災管理者にあっては、共同防災組織の強化、適切な運営に努めるこ

とが記載されていること。 

(ｲ) 防災要員の職務に関する事項 

 

○ 防災要員にあっては、防災資機材等の点検整備等を行うことが記載されているこ

と。 

(ｳ) 共同防災組織を指揮し、監督する者又は防災要員が旅行又は疾病その他の事

故のため職務を行うことができない場合にその職務を代行する者に関する事項

○ 代表事業所の防災管理者及び防災要員の職務代行者が明確にされていること。 

○ それぞれの代行者の選任が適切であること。 

(ｴ) 防災要員の配置及び防災資機材等の備え付けに関する事項 ○ 共同防災組織の防災要員の配置状況が配置図等により明確に記載されていること。 

○ 共同防災組織の防災資機材の配置状況が配置図等により明確に記載されているこ

と。 

(ｵ) 共同防災組織の編成に関する事項 ○ 共同防災組織の編成が、組織図や編成表等により、具体的なものとなっていること。 

○ 共同防災組織と各構成事業所の自衛防災組織との関係が明確に記載されているこ

と。 

(ｶ) 防災要員に対する防災教育の実施に関する事項 ○ 共同防災要員に対する教育の実施内容（防災意識の高揚、関係法令、その他）が具

体的に記載されていること。 

○ 教育に関する年間計画の作成が定められていること。 

○ 教育記録の作成及び保存について定められていること。 
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(ｷ) 共同防災組織の防災訓練の実施に関する事項 ○ 訓練の内容（防災資機材の取扱い、避難等）、が具体的に記載されていること。 

○ 訓練に関する年間計画の作成が定められていること。 

○ 訓練記録の作成及び保存について定められていること。 

(ｸ) 共同防災組織及び構成事業所の防災のための施設、設備又は資機材等の整備

状況及び整備計画に関する事項 

○ 共同防災組織及び構成事業所の防災のための施設、設備又は資機材等について、整

備計画があり、その整備状況が明確にされていること。 

(ｹ) 防災資機材等の点検に関する事項 ○ 点検基準（点検実施日、点検方法、点検周期等）が定められていること。 

○ 点検の結果不備等があった場合の対応等が記載されていること。 

○ 点検記録の作成及び保存について定められていること。 

(ｺ) 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における共同防災組織の防災

活動に関する事項 

○ 構成事業所での異常現象発生時の災害情報の受信、連絡部署及び連絡方法が定めら

れていること。 

○ 共同防災要員の災害出動等について定められていること。 

○ 石油コンビナート等防災計画で想定される災害種別ごとに、その発生及び拡大防止

のための防災活動が定められていること。 

(ｻ) 構成事業所の各施設地区内の主要な施設又は設備を明示した書類又は図面

の整備に関する事項 

 

○ 石災法及び関係法令に規定される届出（共同防災組織等に関するものに限る）等の

書類が整備されていること。 

○ 各施設地区の配置状況図並びに石油及び高圧ガスの貯蔵・取扱量が把握されている

こと。 

(ｼ) 共同防災組織とその構成事業所の自衛防災組織との防災活動に関する連絡

調整等の関係に関する事項 

○ 構成事業所の各自衛防災組織との連絡体制、指揮命令系統の調整及び資料相互提供

等について定めること。 

(ｽ) 構成事業所の防災に関する業務を行う者の職務及び組織に関する事項 ○ 各構成事業所の防災担当部署、担当者、連絡先等が明確に記載されていること。 

(ｾ) 共同防災規程に違反した防災要員に対する措置に関する事項 ○ 違反者に対する具体的な措置が規定されていること。（防災に関する再教育・各種

規定に照らした処分等） 

(ｿ) (ｱ)から(ｾ)に掲げるもののほか、共同防災組織が行うべき業務並びに防災要

員及び防災資機材等に関し必要な事項 

○ 共同防災規程の維持管理等、必要な事項が定めてあること。 
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(ﾀ) 共同防災組織を設置している特定事業所における災害の発生又は拡大を防

止するために必要な共同防災組織の業務（以下「共同防災業務」という。）の一

部が当該特定事業所の所在する特別防災区域の特定事業者以外の者に委託され

ている場合においては、当該特定事業所の防災規程に、(ｱ)から(ｿ)に掲げる事

項のほか、当該自衛防災業務の受託者の氏名及び住所（法人にあっては、名称

及び主たる事務所の所在地）並びに当該受託者の行う自衛防災業務の範囲及び

実施方法に関する事項 

○ 受託者の氏名及び住所（法人にあっては名称及び主たる事務所の所在地）のほか、

共同防災業務の範囲（社内防災組織のどの範囲を担当するのか？）、及び実施方法

（指揮系統等）が明確に記載されていること。 

 


